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プロポーザル参加申請書

（宛　先）
静　岡　市　長

（申請者）
名　　　　称
代表者職氏名　　　　　　　　　　

次の業務について、プロポーザルに参加を申請します。
なお、この申請書及び関係書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

１　業務名　
　　「令和８年度　都都景委第３号　青葉シンボルロード再整備基本設計業務」
２　必要な資格
　この企画提案に参加するにあたり、次の（１）～（８）の条件を満たしています。なお、設計共同体の場合、（1）（2）（3）（4）については構成員すべてが、（5）（6）（7）（8）については設計共同体として要件を満たしています。

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
（３）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
（４）静岡市入札参加停止等措置要綱（令和６年４月１日施行）による入札参加停止措置の期間中でないこと。
（５）静岡市における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格のうち、土木関係建設コンサルタント業務の「都市計画及び地方計画部門」に登録があること。
（６）建設コンサルタント登録規定（昭和52年４月15日建設省告示717号）に基づく「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
（７）以下に示す、同種業務について、平成28年４月1日以降に完了した実績を有していること。
　　　同種業務：住民参加による合意形成を含んだ広場設計業務
（８）以下に示す条件を満たす管理技術者及び各分野の担当技術者を当該業務に配置できること。なお、参加表明書の提出期限までに資格の登録を受けていない場合にも登録資格を有していれば参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該登録の登録申請書の写しを提出するものとし、当該業者が選定されるためには特定通知の日までに登録を受け、登録書の写しを提出しなければならない。

　　①管理技術者
　　　・技術士（建設部門「都市及び地方計画」又は総合技術監理部門「都市及び地方計画」）
　　　・RCCM「都市計画及び地方計画部門」
　　　　のいずれかの資格を有する者
　　②建築担当技術者
　　　青葉緑地内の駐輪場上屋の改修やその他施設の設計業務を行う者とし、以下の条件を満足するものとする。
　　　・一級建築士の資格を有していること
　　③官民連携担当技術者
　　　住民参加による合意形成支援および再整備後の関係者との協働に向けた官民連携手法や体制の検討に関する業務全般を行う者とし、以下の条件を満足するものとする。
　　　・平成28年４月1日以降に完了した業務において、以下に記載する同種業務の実績を有していること。
　　　　同種業務：ワークショップ等の住民参加による合意形成および官民連携による公共空間の管理運営・利活用の検討を伴う業務

　　　なお、技術者の兼務、評価およびその他事項については下記のとおりとする。
　　　・管理技術者は、官民連携担当技術者と兼ねることができるものとする。また、この場合「予定技術者の技術力と実施体制」についての評価は管理技術者として扱い、担当技術者としての評価は行わないものとする。
　　　・建築担当技術者、官民連携担当技術者は、担当技術者を兼ねることができない。
　　　・管理技術者、各担当技術者は、他の提案者の技術者になることはできない。

３　担当者
　（１）所属　　
　（２）職氏名　
（３）電話番号　
（４）e-mail　



